
船舶事故調査報告書 

平成２９年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２８年７月１８日 １１時４０分ごろ 

発生場所 山口県下関市吉見
よ し み

漁港北西方沖 

  吉見港Ａ防波堤灯台から真方位３２０°２.２海里付近 

 （概位 北緯３４°０５.８′ 東経１３０°５２.３′） 

事故の概要  水上オートバイ２０１５V X R
ﾌﾞｲｴｯｸｽｱｰﾙ

は、浮体をえい
．．

航して遊走中、ま

た、水上オートバイアクア３００は、遊走中、２０１５VXR がえい
．．

航

していた浮体とアクア３００とが接触し、浮体の搭乗者２人が負傷し

た。 

事故調査の経過 平成２８年１０月２４日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ ２０１５VXR、０.２トン 

   ２９１－４３９４６福岡、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ アクア３００、０.１トン 

   ２９１－４３２６６福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 軽傷 ２人（搭乗者） 

 損傷 Ａ 不明 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気  晴れ、風向  北西、風力  ２、視界  良好 

海象：波高 約０.４ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、搭乗者１０人（５人２列）が乗

った浮体（長さ約４.５ｍ×幅約１.９ｍ×高さ約０.５ｍ、以下「本

件浮体」という。）をえい
．．

航して遊走中、本件浮体とＢ船が接触し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、遊走中、操縦ハンドルを左に切

っていたところ、本件浮体と接触した。 

本件浮体の後部に乗っていた搭乗者２人が負傷した。 

分析 Ａ船は、本件浮体をえい
．．

航して遊走中、Ｂ船は、遊走中、船長Ｂ

が、操縦ハンドルを左に切る際、左舷前方の確認を行っていなかった

ことから、本件浮体に気付かずに左転し、Ｂ船が本件浮体と接触して

本件浮体の搭乗者２人が負傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が本件浮体をえい航して遊走中、Ｂ船が遊走中、船

長Ｂが、操縦ハンドルを左に切る際、左舷前方の確認を行っていなか

ったため、本件浮体に気付かずに左転し、Ｂ船が本件浮体と接触した



ことにより発生したものと考えられる。 

 


